
１ ログイン

未払賃金立替払電子請求サイト

ログイン、請求情報の入力、メッセージの確認、書類の追加登録方法のご案内

請求へ

破産管財人弁護士等の案内にて手続きされた方

ご希望の方法
を選択します。

ご自身の電話番号の
下4桁が表示されてい
ることを確認します。 ログイン時に入力した

パスワードを入力しま
す。

条件を満たすパスワー
ドを入力します。

上と同じパスワードを
入力します。

破産管財人弁護士等から受
領した請求書IDを入力しま
す。

ご自身の生年月日を入力します。
例：2026年3月16日生まれの方は20260316

こちらを選択します

通知された認証コード
を入力します。



２ 請求情報の入力（前半）

「証明書」又は「確認通知書」に記載されている氏名を
入力してください。なお、氏名を変更した方は「未払賃
金の立替払請求者の氏名・住所・振込先金融機関変更
届」と、戸籍全部記載事項証明書（戸籍謄本）など氏名
を変更したことの分かる公的な書類の写しを添付してく
ださい。

ご自身の性別を選択してください。

ご自身の生年月日を入力してください。

「証明書」又は「確認通知書」に記載されている住所を
入力してください。なお、住所を変更した方は「未払賃
金の立替払請求者の氏名・住所・振込先金融機関変更
届」と、住民票など住所を変更したことの分かる公的な
書類の写しを添付してください。

立替払の支払が決定した後に送付する支給決定通知書の
受領方法について、ご希望の方法を選択してください。
紙を選択された方には郵送で、電子を選択された方には
本サイトで送付します。
※ログイン時に音声認証を選択した方については紙で送
付しますので、選択肢が表示されません。

「証明書」又は「確認通知書」の右下にある「未払賃金
の立替払額」欄の金額を入力してください。

カレンダーの印をクリックすると
カレンダーを表示して入力することができます。

口座情報の入力にマイナンバーカードを利用する場合は
押してください。マイナポータル遷移後の操作はマイナ
ポータルの指示に従ってください。

立替払の振込先とする口座名義人、金融機関区分、金融
機関名、本・支店（支所）名及びフリガナ、本・支店番
号及び普通預金口座番号を入力してください。
ゆうちょ銀行を指定する方は、店名・口座番号が分かる
ように通帳の写しを添付してください。
外国人の方は必ず通帳の写しを添付してください。
なお、請求書提出後に振込先金融機関を変更する場合は、
「未払賃金の立替払請求者の氏名・住所・振込先金融機
関変更届」と、変更する振込先金融機関の通帳の写しを
添付してください。

次のページへ



３ 請求情報の入力（後半）

注意事項に従い、この立替払のほかに、前に退職手当等
を受けたことがある方は「該当する」にチェックしてく
ださい。
※立替払の対象に退職金が含まれているか否かは関係あ
りません。
「該当する」にチェックした方は以降の項目は入力不要
ですが、「退職所得の受給に関する申告書」及び「退職
所得の源泉徴収票」を添付してください。

退職した年を入力してください。
例：2025年1月1日に退職された方は令和7年(2025年)

前ページで入力した請求者氏名と同様に入力してくださ
い。

退職した年の１月１日の郵便番号及び住所を入力してく
ださい。

「証明書」又は「確認通知書」の中央にある「雇入年月
日」と「基準退職日」を入力してください。

「無し」を選択してください。

日本国籍以外の方は、租税条約（協定）に基づく源泉徴
収を確認するため国籍を入力してください。また、日本
での居住期間を計算するために入国年月日を入力してく
ださい。
また、通帳の写し、在留カード（両面）及びパスポート
（顔写真のあるページ及び日本国入国日・出国日の記載
された全ページ）を添付してください。

添付資料がある場合は
添付してください。

さらに資料を添付する場合
にクリックしてください。

入力内容が画面に表示さ
れますので、誤りがなけ
れば「請求する」を押し
てください。



４ メッセージの確認と書類の追加登録

5 支給決定通知書の確認

未払賃金立替払制度の概要、添付資料の様式等については
労働者健康安全機構のホームページをご参照ください。
https://www.johas.go.jp/chinginengo/tabid/416/Default.aspx

〈お問い合わせ先（労働者健康安全機構未払賃金立替払相談コーナー〉
◎ 電話番号 ０４４－４３１－８６６３
◎ 相談時間 土・日・祝を除く９：１５～１７：００

○請求者個人の具体的な立替払に関するお問い合わせは、原則としてご本人からのみに
限らせていただくとともに、本人確認をお願いする場合があります。

○具体的な支払日のお問い合わせにはお答えできません。
未払賃金立替払支給決定通知書にてお知らせします。

６ お問い合わせ先

添付資料をさらに追加する場
合にクリックしてください。

立替払の支払が決定したら、その旨をメッセージでご連絡します。
支給決定通知書はメッセージに添付して送付しますので、４を参考に内容をご確認ください。

請求書の審査において書類の追加が必要になった場合はメッセージでご連絡します。
なお、請求者から労働者健康安全機構へのメッセージ送信はできません。
また、書類の追加は労働者健康安全機構が許可した方のみ可能です。

添付ファイルのアイコンを押すと、ファイル種類に応
じて①ファイルがダウンロードされる又は、②ブラ
ウザでファイルが開きます。②の場合は、必要に応じ
てブラウザから手動でダウンロードしてください。

入力内容を確認し、「請
求する」を押してくださ
い。

https://www.johas.go.jp/chinginengo/tabid/416/Default.aspx
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